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分娩と保険診療

日本母性保護医協会

社保担当幹事

清 川　　尚

　すで に研 修 コ
ー

ナ
ー IO号に 「保険診療とその仕組 」， 11号に 「産婦人科診療 と保険 」 ， 12

号に 「妊娠と保険診療 」 とい う各々の題で ， 産婦人科領域 における 日常診療 と保険に つ い

て 解説 して あるが ， 今回は一連の シ リ
ーズ として

「分娩と保険診療」 に つ い て述べ る ．

　産婦人科診療において は ， 疾病 ではな く妊娠 ・分娩 ・産褥 ・新生児な どの ， ひ とに おけ

る リプロ ダクシ ョ ン として の 通常の 営みに属する部分に関与する こ とが 多い が ，現行の 健

康保険制度で はこ れらの 生理的現象は ， とくに病的 または異常と思われ る状態を示 さない

限 り傷病の 範臑には属 さない とされて い る ．

　したが っ て ，産科医療の 大部分を 占める通 常の 妊娠 ・分娩 ・産褥 ・新生児に 関する診療

行為は，すべ て 給忖外 （俗称で い えば
“
保険が きかな い

”
）とな る ．

　 しか し一度病的な状態が発生 し ， 医療行為が必要となれ ば，これに対 する医 療行為は，

療養の 給付 （保険適用）の対象となるので ， 給付内 ・給付外の 区別は 明確に してお かな け

ればならない ．

　例え ば ， 分娩時に 陣痛誘発また は促進な どの 目的で オキシ トシン やプロ スタ グランデ ィ

ンな どの点滴を行うよ うな 時も ， それが病的な状態に 対する治療の
一

環 として 行われれば

給付内で あ り ， 妊婦の 希望な どの 純粋な産科学的理 由以外の も の に よ り行われれば給付外

となる ．

　この よ うに ， とくに 産科診療の 面 では ，頻繁に 給付内 ・給付外の 区別を は っ きりさ せな

ければならない こ とが起 こ っ て くるが ， たとえ保険診療の点数表に載せ られて い る処置 ・

手術 ・検蛮 であ っ て も ， その 使用目的に よ っ ては給付外 として 扱わねばな らない ．

　前頂 に述べ たよ うに産科の領域で は ，保険の 給付内 ・給付外 の区 別をは っ きり とつ け な

け ればならな い が ， 実際に はこ の 区別をは っ きりさせ る こ とが必ずしも容易 ではな い ．こ

とに分娩管理の場合で は ， どの程度まで を保険給付の 対象と考えるべ きか ， 迷 うよ うな 例

が 少な くな い ．

　表 1 ， 2に 「分娩時療養給付の 基準」 を示 したが ， 給付の範囲の決定はあくまで も主治

医 が保険医として の 責任に お い て 行うもの であ り ， こ の 基準をよ く理 解 した うえ で 正 し く

運用しなければな らない ．
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〔分娩時療養給付 の基準〕

　　　　（表 1 ）療養給信の 対象とな らな い も の （保険を適用 せ ず自費扱 い と す る も の ）

　　　　分娩健進または安全出産に導くため に予防の 圏的 で 行 っ た縞果，異索がなかつ

　　　 た場合の下記の 手術
・
処置等は療 養の給催にな らな い ．

　　　　 （｛〉会陰切開 および縫合術　　　　　　　　　　　　 一

　　　　壇 ）・会陰 〔腟鍛）裂創縫合術 〔：筋層に およぶもの ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
瀕 料 に勘 る ．

　　　　（3 ）鈍性頚簷拡 K 法

　　　　〔：41 簡単な出匸〕鉗署 および暖引娩出術 に類するもの
・一

　　　　　　（表 2 ）療養 給付 の 対象とな る も の 〔保険が適用されるもの）
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　分娩料の考え方は表 3の ごとくで あるが ， 療養の給付にな らな か っ た場合と疾病が発生

し ， 療養の 給付 ， すな わち保険の適用が行われた場合で は使われる用語も異な っ て くる こ

とを理解 しな ければならな い ．保険診療に 関 しての 実施 上の 運用 も また ， 表に 示 した基本

原則を 十分 に理解 したうえで運用されなければな らない ．

　　　　　　　　　　　　　　 （表 3）分娩料の 考え方
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※分 娩料と分 挽介助料に つ い て

　　分娩料 とは ，正 常分娩の と きの用語で あ っ て ，保険士 の用語で はな い ．保険上使用さ

　れる の は ， 分娩介助料で ある ．

　　分娩料 とは ，「分娩時母児管理 料十助産料 （医師の 技術料 十 分娩の看護料）」 の意味で

　ある 、

　　分娩介助料とは ， 助産婦等の 行う助産な らび に妊婦 ， 褥婦 も しくは新生児の 保健指導

　等や私用に 類 する 身辺の 世話等に 関す る費用で こ れは患者負担 とする （31，6 ，6保険発

　93）．

　　分娩介助料とは ， 療養の給付にな っ た分娩の場合に用 い る保険用語で あり ， 療養の 給

　付に な っ た分娩の 場合 ，分 娩料とい う名 目の講求で はな く，分娩介助料を請求する ．

　わが国で は ， 分娩 はその ほ とん どが 生理的範囲内の現象で ある か ら ， 分娩を前述の傷病

を対象と した健康保 険とは別の 範疇に 入れて ，た とえ医療機関に収容され出産 して も療養

の 給付 （保険適用）の 対象 と けず ， 後 Ei健康 保険よ り分娩費ある いは出産費 として
一定の

金額が支払われ るとい うシ ス テ ム にな っ て い る ．

　 こ の 方式 を療養の給付が 現吻給付で あ る の に対 し ， 現金給付と呼んで い る ，

　 こ の 給付額は共済保険 ・社会保険などは20乃円 ，国民健康保険 では 8〜15万 円とな っ て

い る ．
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